
覚醒剤原料保管場所の
届出書

※引き続き管轄の保健所（部）でも

書面による申請を受け付けています。

覚醒剤原料保管場所の届出書とは

覚醒剤原料取扱者は業務所外に保管場所を設けて覚醒剤原料を保管する場合はあら
かじめ大分県知事に届け出る必要があります。（覚醒剤取締法第３０条の１２第１項第
２号）



入力について

ログインして、申請を実施して下さい。

※アカウントをお持ちでない場合は、 アカウントの作成から始まります。



1. 「利用規約に同意する」を確認し、
チェックを入れて下さい。

2. 「申請に進む」をクリック。



覚醒剤原料取扱者が個人か
法人か確認してください。



指示に従い覚醒剤原料取扱者指定証
に記載された情報を入力してください。

本申請は覚醒剤原料取扱者の指定を
受けた者に限り申請可能です。

覚醒剤研究者及び覚醒剤原料研究者
は届出できませんのでご注意ください。



保管場所として届け出る場所の所在地
を入力してください。

保管場所を中心とした平面見取図を添
付してください。



※保管場所に関する資料
を添付して申請する場合
は「別紙参照」などと記載
してください。

※保管場所に関する資料
を添付する場合は「ファイ
ルを選択」をクリックして添
付してください。



その他添付資料がある場
合はこちらに添付してくだ
さい。

申請内容に間違いがないか確認し、
問題なければ「この内容で申請する」
をクリックして申請完了です。


